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港
区
奨
学
資
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
在
学
状
況
の
報
告
等
） 

（
在
学
状
況
の
報
告
等
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

給
付
奨
学
生
は
、
毎
年
十
一
月
末
日
ま
で
に
経
済
状
況
等
報
告
書
（
第
十
一

号
様
式
）
に
経
済
状
況
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
区
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

給
付
奨
学
生
は
、
毎
年
十
一
月
末
日
ま
で
に
経
済
状
況
報
告
書
（
第
十
一
号

様
式
）
に
経
済
状
況
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
区
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
届
出
の
義
務
） 

（
届
出
の
義
務
） 

第
十
一
条 

奨
学
生
（
貸
付
奨
学
生
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
直
ち
に
区
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
奨
学
生
が
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
届

け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
生
計
維
持
者
又
は
連
帯
保
証
人
が
当
該
奨

第
十
一
条 

奨
学
生
（
貸
付
奨
学
生
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
直
ち
に
区
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
奨
学
生
が
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
届

け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
奨
学
生
の
生
計
を
維
持
す
る
者
又
は
連
帯



学
生
に
代
わ
つ
て
こ
れ
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

保
証
人
が
当
該
奨
学
生
に
代
わ
つ
て
こ
れ
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

奨
学
生
、
生
計
維
持
者
又
は
連
帯
保
証
人
の
住
所
、
氏
名
等
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
。 

住
所
等
変
更
届
（
第
十
七
号
様
式
） 

 

一 

奨
学
生
、
奨
学
生
の
生
計
を
維
持
す
る
者
又
は
連
帯
保
証
人
の
住
所
、
氏

名
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。 

住
所
等
変
更
届
（
第
十
七
号
様
式
） 

 

二
～
四 
（
略
） 
 

二
～
四 

（
略
） 

２ 

生
計
維
持
者
又
は
連
帯
保
証
人
は
、
奨
学
生
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
奨
学
生

死
亡
届
（
第
二
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
直
ち
に
区
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

奨
学
生
の
生
計
を
維
持
す
る
者
又
は
連
帯
保
証
人
は
、
奨
学
生
が
死
亡
し
た

と
き
は
、
奨
学
生
死
亡
届
（
第
二
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
直
ち
に
区
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

第
一
号
様
式 

（
略
） 

第
一
号
様
式 

（
略
） 

第
二
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

第
二
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

第
三
号
様
式
～
第
十
号
様
式 

（
略
） 

第
三
号
様
式
～
第
十
号
様
式 

（
略
） 

第
十
一
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

第
十
一
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

第
十
二
号
様
式
～
第
三
十
号
様
式 

（
略
） 

第
十
二
号
様
式
～
第
三
十
号
様
式 

（
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
奨
学
資
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二

号
様
式
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
同
日
以
後
に
給
付
さ
れ

る
奨
学
資
金
の
申
請
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 



（改正案）  

第２号様式（第２条関係） 

奨 学 金 給 付 申 請 書 

ふりがな  

生年月日       年     月     日 
氏 名 

 

  

現住所 
〒 

   丁目     番     号       電話番号 

 

在学校 

  

   立         学校        学部・学科（ 在学 ・ 卒業見込み・ 卒業 ） 

  

進学希望校名 

※進学予定者のみ記入 

（第一希望校）   立           学校           学部・学科 

（第二希望校）   立           学校           学部・学科 

給付希望理由 

 

 

区市町村民税 

課税標準額 
                                    円 

生計維持者 
 
 

１ 

ふりがな  

生年月日 年   月   日 続柄  
氏名  

現住所 
 

区市町村民税

課税標準額 
                                    円 

２ 

ふりがな  

生年月日 年   月   日 続柄  
氏名  

現住所 
 

区市町村民税

課税標準額 
                                    円 

申請者と生計維持者の資産の合計額 

※該当する場合は✓を入れてください。 

   現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額が２，０００ 

   万円未満（生計維持者が１人の場合は１，２５０万円未満）に該当します。 

生計維持者が扶養している子ども等の人数 

※該当するものに✓を入れてください。 

   生計維持者が区市町村民税の扶養親族としている人のうち、「生計維持者 

   のいずれかの尊属である者」又は「扶養する生計維持者の年長者（生計維 

   持者より先に生まれた者）である者」でない人の数が二以上の世帯に該当 

   します。                              

（注）尊属とは、祖父母、父母、伯叔父母など、その人よりも上の世代の親族の 

  ことです。                               

 

   上記の世帯に該当しません。                     

 

在学校又は進学希望校の授業料の年額                                円 

 

港区奨学資金に関する条例及び港区奨学資金に関する条例施行規則に規定する事項を承知し、奨学金の給付を受けたいので申

請します。なお、申請に当たり、給付の適否及び多子世帯の判定に必要な課税台帳及び住民基本台帳等を区が確認することに同

意します。 

             年   月   日                       申 請 者                                

 

                                                       生計維持者                                 

                                                        

生計維持者                                 

  （宛 先）港 区 長 



（現  行）  

第２号様式（第２条関係） 

奨 学 金 給 付 申 請 書 

ふりがな  

生年月日       年     月     日 
氏 名 

 

  

現住所 
〒 

   丁目     番     号       電話番号 

 

在学校 

  

   立         学校        学部・学科（ 在学 ・ 卒業見込み・ 卒業 ） 

  

進学希望校名 

※進学予定者のみ記入 

（第一希望校）   立           学校           学部・学科 

（第二希望校）   立           学校           学部・学科 

給付希望理由 

 

 

区市町村民税 

課税標準額 
                                    円 

生計維持者 
 
 

１ 

ふりがな  

生年月日 年   月   日 続柄  
氏名  

現住所 
 

区市町村民税

課税標準額 
                                    円 

２ 

ふりがな  

生年月日 年   月   日 続柄  
氏名  

現住所 
 

区市町村民税

課税標準額 
                                    円 

３ 

ふりがな  

生年月日 年   月   日 続柄  
氏名  

現住所  

区市町村民税

課税標準額 
                                    円 

申請者と生計維持者の資産の合計額 

※該当する場合は✓を入れてください。 

   現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額が２，０００ 

   万円未満（生計維持者が１人の場合は１，２５０万円未満）に該当します。 

在学校又は進学希望校の授業料の年額                                円 

 

港区奨学資金に関する条例及び港区奨学資金に関する条例施行規則に規定する事項を承知し、奨学金の給付を受けたいので申

請します。なお、申請に当たり、給付の適否に必要な課税台帳及び住民基本台帳等を区が確認することに同意します。 

 

             年   月   日                       申 請 者                                

 

                                                       生計維持者                                 

                                                        

生計維持者                                 

  （宛 先）港 区 長 



（改正案）  

第１１号様式（第７条関係） 

 

経 済 状 況 等 報 告 書  

ふりがな  生年月日 

氏  名  
 

 
    年  月  日  

現 住 所  

奨学生番号       

区市町村民税 

課税標準額 
                                         円 

生計維持者 区市町村民税課税標準額 

１ 

氏 名  続柄 

               円 
現住所   

２ 

氏 名  続柄 

         円 
現住所   

本人及び 

生計維持者の 

資産の合計額 

 
（↓該当する場合は✓を入れてください。） 

現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額が

２，０００万円未満（生計維持者が１人の場合は１，２５０万

円未満）に該当します。     

生計維持者が扶養して 

いる子ども等の人数 

※該当するものに✓を 
入れてください。 

   生計維持者が区市町村民税の扶養親族としている人のうち、「生計維持者のいずれかの 

   尊属である者」又は「扶養する生計維持者の年長者（生計維持者より先に生まれた者） 

   である者」でない人の数が二以上の世帯に該当します。 

（注）尊属とは、祖父母、父母、伯叔父母など、その人よりも上の世代の親族のことです。 

    

   上記の世帯に該当しません。 

 

以上のとおり、私と私の生計維持者の経済状況等について報告します。なお、奨学金

の給付額の確認及び多子世帯の判定に当たり、必要な課税台帳及び住民基本台帳等を区

が確認することに同意します。 

 

             年   月   日                     

 

本   人              

 

生計維持者              

 

生計維持者              

  （宛先）港区長 



（現 行）  

第１１号様式（第７条関係） 

 

経 済 状 況 報 告 書  

ふりがな  生年月日 

氏  名  
 

 
    年  月  日  

現 住 所  

奨学生番号       

区市町村民税 

課税標準額 
                                         円 

生計維持者 区市町村民税課税標準額 

１ 

氏 名  続柄 

               円 
現住所   

２ 

氏 名  続柄 

         円 
現住所   

３ 

氏 名  続柄 

         円 

現住所   

本人及び 

生計維持者の 

資産の合計額 

 
（↓該当する場合は✓を入れてください。） 

現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額が

２，０００万円未満（生計維持者が１人の場合は１，２５０万

円未満）に該当します。     

 

以上のとおり、私と私の生計維持者の経済状況について報告します。なお、奨学金の

給付額の確認に当たり、必要な課税台帳及び住民基本台帳等を区が確認することに同意

します。 

 

             年   月   日                     

 

本   人              

 

生計維持者              

 

生計維持者              

  （宛先）港区長 



 

教  育  長  室 

 

港区奨学資金に関する条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

１ 趣旨（別紙１港区奨学資金制度の見直しイメージ参照） 

扶養する子どもが２人以上（以下「多子世帯」といいます。）の世帯においては、子育てや

教育に掛かる費用の負担が大きいことなどを踏まえ、経済状況にかかわらず子どもが大学等

に進学することができるよう、多子世帯を対象に給付型奨学金制度による支援を拡充すると

ともに、貸付型奨学金をより利用しやすい制度とするよう、返還免除規定を緩和するため、

「港区奨学資金に関する条例」の一部条例改正を令和６年第４回定例会に提出しました。 

条例改正に伴い、関連する規則（「港区奨学資金に関する条例施行規則」）を一部改正しま

す。 

 

２ 主な改正内容 

（１）多子世帯に係る申告（第２号様式（第２条関係）） 

   給付奨学生において、多子世帯に該当する場合は、給付区分（Ｄ・Ｅ区分）が多子世帯

でない場合と異なるため、申請時に提出いただく「奨学金給付申請書」内に、生計維持者

が扶養している子ども等の人数について申告していただくよう一部改正します。 

（２）多子世帯の変更に係る報告（第11号様式（第７条関係）） 

   給付奨学生において、毎年 11 月までに提出いただく「経済状況報告書」内に、生計維

持者が扶養している子ども等の人数について申告していただくよう一部改正します。 

   なお、扶養している子どもの人数については、各年度に課税される住民税において、そ

の年度の前年の12月 31日時点で判定を行い、扶養する子ども等の人数に変更があった場

合は、翌年の10月分から給付額が見直されます。 

  【例】令和５年４月に扶養する子どもの数に変更があった場合（令和６年度住民税情報に反映） 

    ➡令和６年10月分からの給付額の判定において反映されます。 

    令和６年４月に扶養する子どもの数に変更があった場合（令和７年度住民税情報に反映） 

    ➡令和７年10月分からの給付額の判定において反映されます。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

４ その他 

  本条例改正に合わせて、給付型奨学金の給付対象とならない世帯の子どもの学びを支援す 

るため、貸付型奨学金の対象となる所得制限の撤廃を行う予定です。 

審議内容 

「港区奨学資金に関する条例」の一部改正に伴い、「港区奨学資金に関する条例施行規則」

を一部改正します。 

令和６年１２月９日 

教育委員会議案資料 No.１-３ 



100円未満 ～25,600円未満 ～51,300円未満 ～68,400円未満 ～87,800円未満

約116万円

（全額支援）

約 70万円

（2/3）

約38.6万円

（1/3）

特別区民税所得割額

約139万円

約 29万円

（1/4）

～154,500円未満 ～199,600円未満

約270万円 約300万円 約380万円 約750万円約430万円 約480万円 約600万円

100円未満 ～25,600円未満 ～51,300円未満 ～68,400円未満 ～87,800円未満

約116万円

（全額支援）

約 70万円

（2/3）

約38.6万円

（1/3）

特別区民税所得割額

約139万円

約 29万円

（1/4）

～154,500円未満 ～199,600円未満

約270万円 約300万円 約380万円 約430万円 約480万円 約600万円 約750万円

【見直しの考え方】
（参考）「都民のくらしむき」東京都生計分析調査報告

（１）世帯人数3.27人における毎月の実支出は約484,０００円（教育費を除く）
➡１人あたり、約148,000円

（２）年収別における世帯の毎月の黒字額
年収約600万～800万円：約147,000円
年収約800万～1,000万円：約201,000円

（３）世帯人数が1人増えた場合（子ども２人の4人家族を想定）の毎月の実支出の
増加分
➡約148,000円

（４）（３）の子どもが２人いる場合の世帯の黒字額について（世帯人数4.27人）
➡年収約600万～800万円：△1,000円（年額△1２,000円）
⇒子どもが１人増えることにより、教育費の捻出が難しい。
年収約800万～1,000万円：53,000円（年額636,000円）
⇒全額支援（116万円）と比較すると524,000円不足。

■年収約750万円までの既存の給付対象については10/10給付
■年収約750万円～1,000万円の世帯については全額の2/3給付（約77万円）

●扶養する子どもが１人の場合（私立大学（自宅通学）・理工農系学部等に在学）

●扶養する子どもが２人の場合（私立大学（自宅通学）・理工農系学部等に在学）

約1,000万円

【区】貸付型奨学金

～312,900円未満

100円未満 ～25,600円未満 ～51,300円未満 ～68,400円未満 ～87,800円未満

約116万円

（全額支援）

約 70万円

（2/3）

約38.6万円

（1/3）

特別区民税所得割額

約139万円

約 29万円

（1/4）

～154,500円未満 ～199,600円未満

約270万円 約300万円 約380万円 約430万円 約480万円 約600万円 約750万円

●扶養する子どもが３人以上の場合（私立大学（自宅通学）・理工農系学部等に在学）

所得制限無し約1,000万円

～312,900円未満

【区】支援

【国】支援

【国】支援

【区】支援
新規【区】支援

新規【区】支援

【国】支援

【区】支援 新規【区】支援

新規【国】支援

【区】理工農系支援

【区】理工農系支援

【区】理工農系支援

【区】理工農系支援

新規【区】理工農系支援

【区】理工農系支援

新規【区】理工農系支援

理工農系学部等に在学の場合の
み支援対象となります。

別紙１


